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令和６年度 概算要求の概要 

（厚生労働省医政局） 
 

 

令和６年度 概算要求額         １，９７２億２４百万円 

〔うち、重要政策推進枠      ２７０億９９百万円〕 

〔うち、東日本大震災復興特別会計 ２１億７９百万円〕 

 

令和５年度 当初予算額         １，７８５億９３百万円 

〔うち、東日本大震災復興特別会計 ２３億８５百万円〕 

差  引  増  減  額           １８６億３１百万円 

対  前  年  度  比             １１０．４％ 
     
（注） 計数には、厚生労働科学研究費補助金等は含まない。 

（注） デジタル庁計上予算として令和５年度当初予算に１６億５９百万円が、令和６年度概算要求額に 

５０億１１百万円が含まれている。 

  (注)  物価高騰対策を含む「事項要求もの」、及び「消費税率引き上げとあわせ行う社会保障の充実」 

関係については、別途予算編成過程で検討する。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 

・地域医療構想の実現に向けた取組の推進             ８．９億円 
・医療計画等に基づく医療体制の推進             １３９．０億円 
 （かかりつけ医機能が発揮される制度の円滑な施行に向けた施策の推進、災害／救急医療体制の推進、歯科 

口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進、特定行為に係る看護師の研修制度の推進、医療安全の推進 等） 

・医師の地域間・診療科間偏在の解消など医師偏在対策等の推進   ０．５億円 
・医師・医療従事者の働き方改革の推進             １１．７億円 
・今般の新型コロナウイルス感染症の知見を踏まえた対応     ５７．９億円 
  （個人防護具の備蓄継続等、医薬品安定供給支援事業、ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ実態把握による医療機器安定供給 

確保事業 等） 
 

Ⅱ．医薬品・医療機器産業の国際競争力強化、研究開発・国際展開の推進 

・高い創薬力及び医療機器創出力を持つ産業構造への転換      ８．３億円 
（次世代ﾊﾞｲｵ医薬品の製造・開発を担う人材育成支援、優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化 等） 

・医療分野の研究開発の促進                  ２３．３億円 
（がん・難病の全ｹﾞﾉﾑ解析等の推進事業 等） 

・医療の国際展開の推進                     ４．８億円 
 

Ⅲ．医療ＤＸ、データヘルス改革の推進               ８．５億円 

（保健医療情報拡充ｼｽﾃﾑ開発、医療機関におけるｻｲﾊﾞ ｾーｷｭﾘﾃｨ確保事業 等） 

「重要政策推進枠」主な要望施策 
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主要施策 

Ⅰ．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 
 

今後も人口減少・高齢化が続く中、各地域において、将来の医療需要を見据えつつ、

今般の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のような新興感染症等や、地震災害・

風水害等の自然災害など、緊急事態が発生した際にも機動的・弾力的に対応できるよ

うな質の高い効率的な医療提供体制を整備・構築する必要がある。 

第204回国会（令和３年常会）で成立した医療法等改正法の円滑な施行を進め、「医

療計画」、「地域医療構想」、「医師の働き方改革」、「医師偏在対策」「外来機能の明確

化・連携」など各種施策を一体的に推進するとともに、本年５月に第211回国会（令

和５年常会）で成立した改正医療法を踏まえ、かかりつけ医機能が発揮される制度の

円滑な施行に向けた施策を推進する。 
 

① 地域医療構想の実現に向けた取組の推進 
 

団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年を見据え、質が高く効率的な医療提

供体制を構築していくため、各都道府県が策定した地域医療構想に基づく病床の機

能分化・連携の推進、在宅医療等の充実等、各種事業を着実に進めていくために必

要な施策を講じる。 

各地域において、今般の新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえつつ、医療

機能の分化・連携の議論・取組を着実に進めるとともに、取組が進められている医

療機関に対しては、「重点支援区域」や「病床機能再編支援」等により、重点的に

支援を行う。 

あわせて、医師偏在対策、医師派遣機能の強化など各地域の医療機能確保に必要

な医師の適正配置に向けた取組が一層進むよう必要な措置を講じる。 
 

１ 
地域医療介護総合確保基金  

７５，０７７百万円（ ７５，０７７百万円）  
 

将来を見据えた地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携に関す

る取組と併せて、居宅等における医療の提供や医療従事者の確保に関する取

組についても、引き続き、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

また、勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療介護総合確保基金に

より、大学病院等からの医療機関に対する医師派遣の充実、医師の労働時間

短縮に取り組む医療機関に対する勤務環境改善等のための更なる支援を行う。 

 

（参考） 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業（事業区分Ⅰ－１） 

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び

連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に対する助

成を行う事業。 
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②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業（事業区分Ⅰ－２） 

    地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に 

行われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対する 

助成を行う事業。 

 

③居宅等における医療の提供に関する事業（事業区分Ⅱ） 

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確

保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事業。 

 

④医療従事者の確保に関する事業（事業区分Ⅳ） 

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成する

ことにより､医師､看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する事

業。 

 

⑤勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業（事業区分Ⅵ） 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤

務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象とし、医師の労働時間短縮に向

けた総合的な取組に対して助成を行う事業（勤務医の労働時間短縮の推進）。 

 

２ 
地域医療構想の実現に向けた医療機能分化・連携支援事業【一部推進枠】 

１８８百万円【うち、推進枠 ２０百万円】（ １６８百万円）  
 

地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携の取組を推進するために、

重点支援区域に加え、再編を企画・検討する区域（再編検討区域）を拡充し、

国による助言や集中的な支援を行う。 

 

３ 
地域医療提供体制構築に向けたデータ分析支援事業【新規】【推進枠】 

４５４百万円【うち、推進枠 ４５４百万円】（ ０百万円）  
 

各都道府県において、各地域の実情に応じたデータ分析に基づき地域医療提

供体制に係る企画、立案ができる体制の構築を支援する。 

 

４ 
入院・外来機能の分化・連携推進等に向けたデータ収集・分析事業【一部推進枠】 

７７９百万円【うち、推進枠 ４１９百万円】（ ３６０百万円）  
 

病床機能の分化・連携の促進に向けた病床機能報告を引き続き実施するほか、

外来機能の分化・連携の取組に向け、必要なデータ収集・分析を行うとともに、

都道府県において、2025年以降の新たな地域医療構想の策定にあたって必要な

策定支援ツールを開発し、提供する。 
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② 医療計画等に基づく医療体制の推進 
 

各地にお住まいの方々が、必要なときに適切な医療サービスが受けられるよう、

医療機関がかかりつけ医機能の内容を強化し、地域において必要なかかりつけ医機

能の確保が進むよう必要な措置を講じるとともに、新型コロナウイルス感染症のよ

うな新興感染症等の感染拡大時への対応も含め、各地域における医療提供体制の整

備のための取組を推進する。 
       

１ 
かかりつけ医機能普及推進等事業 【一部推進枠】 

１０３百万円【うち、推進枠 ２９百万円】（ ７５百万円）  
 

かかりつけ医機能報告制度の普及等促進を図るため、過去の事業の知見を活

かし、制度に係るリーフレット等を作成し、地方自治体や医療関係者、患者等

へ周知を図る。 
 

２ 

医療機能情報提供制度に係るシステムの運用・保守・改修経費及びかかりつけ

医機能報告制度の導入に向けたシステム改修にかかる準備経費【新規】 

８３７百万円（ ０百万円）  

※デジタル庁において計上 
 

かかりつけ医機能が発揮される制度の円滑な施行に向けた施策の推進を図

るため、全国統一システム（医療機能情報提供制度）について、報告項目の見

直しに伴う改修を行うとともに、令和７年度の医療機関等情報支援システム

（G-MIS）改修に向けた準備作業を行う。 

 

３ 
ドクターヘリ導入促進事業【一部推進枠】 

９，９９０百万円【うち、推進枠 ９，９７８百万円】（ ８，６８０百万円）  
 

地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、

早期の治療開始、迅速な搬送を可能とするドクターヘリの運航に必要な経費の

支援を拡充するとともに、ドクターヘリによる診療の効果検証を行うため、ド

クターヘリの症例データの収集等を行う。 
 

【ドクターヘリ関係の予算の内訳】  

・ドクターヘリ事業従事者研修事業              7百万円 

・ドクターヘリ症例データベース収集事業       4百万円 

・ドクターヘリ導入促進事業※              9,978百万円 

※ドクターヘリ導入促進事業は医療提供体制推進事業費補助金 
                                           26,743百万円の内数 
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４ 
救急医療体制の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

９１０百万円【うち、推進枠３４４百万円】（ ６０７百万円）  
 

救急医療体制の整備を図るため、重篤な救急患者を 24 時間体制で受け入れ

る救命救急センターなどへの支援を行うほか、効率的・効果的なドクターカー

の導入・運用に必要な支援や全ての地域のおいて等しく高い水準の小児救命救

急医療を整備する観点から、小児救命救急センターを持たない三次医療圏につ

き１カ所の小児救急医療の拠点を整備する。 

 

【救急医療関係の主な予算の内訳】 

・遠隔ICU体制整備促進事業                               52百万円 

・救急医療体制強化事業                            359百万円 

・小児救命救急センター(地域小児救命救急センター)整備事業  189百万円 

・救急医療情報連携モデル事業                52百万円 

・救急現場に出動するドクターカー活用促進事業        99百万円 

・ジェット機を用いた重症患者搬送支援事業          56百万円 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金26,743百万円を活用 

○主な事業メニュー 

救命救急センター運営事業、小児救命救急センター運営事業 等 

 

５ 

災害医療体制の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

２，４８８百万円【うち、推進枠３３９百万円】（ １，８４８百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算５７５百万円（２８０百万円）を含む 
 

今後、発生が想定される南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害の発

生等に備えて、災害拠点病院等や災害等のリスクの高い地域に所在する医療機

関等の体制強化や施設整備に対する支援等を行うとともに、第８次医療計画に

おいて、都道府県や医療機関は災害時に検査や治療に医療コンテナを活用する

ことが求められることから災害時等に被災した病院機能の補完として医療コ

ンテナを活用することを念頭に医療コンテナの導入を促進する。 

また、新興感染症への対応や大規模災害発生直後の被災地における迅速な活

動調整等を目的としたＤＭＡＴ事務局等の体制拡充、地域における災害等の危

機管理を指導する専門家の養成等を図るとともに、改正医療法・改正感染症法

の施行に伴い、災害支援ナースを「災害・感染症医療業務従事者」に規定する

ことから、災害支援ナースの養成研修を幅広く実施し、研修修了者のリスト化

を進め、全国レベルで応援派遣を調整できる体制を構築する。 

加えて、EMISについては、令和４年度において追加した機能の保守・運用経

費を確保するとともに、機能改修の柔軟性が乏しいこと等の課題に対処するた
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め、調査研究を実施する。 

 

【災害医療関係の主な予算の内訳】 

・ＤＭＡＴ体制整備事業               997百万円 

・ＤＰＡＴ体制整備事業                  67百万円 

・医療コンテナの普及促進に向けた実用性検証事業    57百万円 

・災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業    54百万円 

・災害・感染症に係る看護職員等確保事業       56百万円 

・新EMISにおけるシステム利用           223百万円 

・新EMISとG-MIS連携に係る改修・運用事業      49百万円 

 

上記以外に有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業500百万円を計上、 

医療提供体制推進事業費補助金26,743百万円を活用 

○主な事業メニュー 

基幹災害拠点病院設備整備事業、地域災害拠点病院設備整備事業 等 

 

６ 
小児・周産期医療体制の推進【一部新規】【一部推進枠】 

６０２百万円【うち、推進枠１８９百万円】（ ４０８百万円）  
 

地域で安心して産み育てることのできる医療提供体制の確保を図るため、総

合周産期母子医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの新

生児集中治療室（NICU）、母体・胎児集中治療室（MFICU）等へ必要な支援を行

う。 

  

【小児・周産期医療関係の主な予算の内訳】 

・地域の分娩取扱施設設備整備事業                         100百万円 

・地域の分娩取扱施設施設整備事業                          51百万円 

・産科医療補償制度運営費                   111百万円 

・小児救命救急センター(地域小児救命救急センター)整備事業  189百万円（再掲） 

   

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金26,743百万円を活用 

○主な事業メニュー 

周産期母子医療センター運営事業、ＮＩＣＵ等長期入院児支援事業 等 

 

７ 
へき地保健医療対策の推進【一部推進枠】 

２，３９５百万円【うち、推進枠４０百万円】（ ２，２０５百万円） 
 

無医地区等のへき地に居住する住民に対する医療提供体制の確保を図るた

め、へき地診療所や巡回診療等を行うへき地医療拠点病院への支援を行う。 
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【へき地医療関係の主な予算の内訳】 

 ・へき地医療拠点病院運営事業          409百万円 

 ・へき地診療所運営事業            1,008百万円 

・へき地患者輸送車（艇・航空機）運営事業    229百万円  

 

８ 
地域の在宅医療の体制整備に向けた連携支援事業【新規】 

３５百万円（ ０百万円）  
 

令和６年度から始まる第８次医療計画において、地域における在宅医療提供

体制の充実を図ることを目的に、既存事業や研究等から得た知見や優良事例の

収集等を元に、在宅医療の体制整備・他職種連携等に関する支援パッケージの

開発・検討等を行う。 

 

９ 
医療安全の推進 

１，１５６百万円（ １，００２百万円）  
 

第８次医療計画作成指針において、医療安全支援センターについては、医療

機関の従業者に対する研修の実施、住民への普及啓発活動等について新たに盛

り込むことが求められているため、これらの取組を支援する。 

また、医療機関からの事故等事案やヒヤリ・ハット事例の収集について、医

療を取り巻く状況は時代とともに変化していることから、より実情に即した報

告項目に改定を行うためのシステム改修等を行う。 
 

【医療安全関係の主な予算の内訳】 

 ・医療安全支援センター総合支援事業         27百万円 

 ・医療事故情報収集等事業             250百万円 

 ・医療事故調査支援センター運営費           755百万円 
 

10 
歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進【一部新規】【一部推進枠】 

２，８０６百万円【うち、推進枠２，２５３百万円】（ ２，２９４百万円）  
 

生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた取組を推進する

ため、就労世代の歯科健診の推進に向けた歯科健診や受診勧奨の手法の検証等

を行うモデル事業を実施するとともに、歯周病等の簡易なスクリーニング方法

の開発支援等を行う。 

加えて、令和６年度からの次期「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」

に基づき、地域の実情に応じた歯科口腔保健施策をさらに推進するため、自治

体における歯科健診や歯科疾患の予防及び歯科口腔保健の推進体制の強化等

の取組を支援する。 

また、各地域の実情を踏まえて、多職種が連携して歯科保健医療提供体制を
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構築するための取組を支援するとともに、より質の高い歯科医療を提供する観

点から、歯科衛生士・歯科技工士の離職防止・復職支援や、歯科専門職の人材

確保に向けた実態調査及び業務の普及啓発の取組を行う。あわせて、卒前・卒

後のシームレスな歯科医師養成に向け、令和６年度から公的化される共用試験

の体制整備に必要な費用を支援する。 

 

【歯科口腔保健・歯科保健医療関係の主な予算の内訳】 

・8020運動・口腔保健推進事業              1,205百万円 

・就労世代の歯科健康診査等推進事業          365百万円 

・歯周病等スクリーニングツール開発支援事業      202百万円 

・歯科医療提供体制構築推進事業             271百万円 

・歯科専門職の業務の普及啓発事業                28百万円 

・歯科衛生士の人材確保実証事業                       121百万円 

・歯科技工士の人材確保対策事業             56百万円 

・共用試験公的化に係る体制整備事業           33百万円 

・歯科OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・実証事業  135百万円 

 

11 
特定行為に係る看護師の研修制度の推進【一部新規】【一部推進枠】 

８１０百万円【うち、推進枠７３２百万円】（ ７６４百万円） 
 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（平成 27年 10月１日施行）の円滑な

実施及び研修修了者の養成を促進するため、引き続き、研修を実施する指定研

修機関の設置準備や運営に必要な経費を支援するとともに、研修を指導する指

導者等育成のための支援等を行う。 

また、在宅医療のニーズの増大に向けて、訪問看護ステーション、介護施設

等に勤務する看護師に対して、特定行為研修の受講支援等を行う指定研修機関

の整備を支援する。 

加えて、週労働時間が一定水準を超える医師の割合が多い傾向にある外科・

救急・麻酔科等の領域別のタスク・シフト/シェアの推進等を目的とし、医学系

学会等が、各領域における医師向けの特定行為研修修了者の活用ガイドを作

成・周知を図る。 

 

【特定行為に係る看護師の研修関係の主な予算の内訳】 

 ・看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業        92百万円 

・看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業         409百万円 

・看護師の特定行為に係る指導者育成等事業           66百万円 

・特定行為研修の組織定着化支援事業                 177百万円 

・地域における特定行為実施体制推進事業             31百万円 

・医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業       12百万円 
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12 
看護職員の確保対策等の推進【一部新規】 

２６４百万円（ ２３５百万円） 
 

看護職確保対策の推進を図るため、求人・求職情報の提供や無料職業紹介な

どの潜在看護職の再就業の促進を図るナースバンク事業、訪問看護支援事業等

に必要な経費に対する支援を行う。 

また、新人看護職員の就業継続を支援するため、新人看護職員等が自発的に

学習できるツールの提供や自身の悩みを相談できる窓口を設置する。 

 

【看護職員の確保対策関係の予算の内訳】 

・中央ナースセンター事業                    235百万円 

・新人看護職員等の就業継続支援事業            29百万円 

 

 

③ 医師の地域間・診療科間偏在の解消など医師偏在対策の推進 
 

平成 30年に成立した医療法・医師法改正法により、都道府県における実効的な

医師確保対策を進めるため、令和元年度に各都道府県が「医師確保計画」を策定し

ており、令和２年度より同計画に基づく医師偏在対策が実施されている。 

令和６年度からの次期医師確保計画においても、引き続きこの確実な実施に向け

必要な施策を講じる。 
 

１ 
専門医認定支援事業 

１７１百万円（ １７１百万円）  
 

医師の地域偏在、診療科偏在の是正に向けたより一層の取り組みを推進・充

実させるため、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を行う一般社団法

人日本専門医機構への支援を図る。 
 

２ 
地域医療介護総合確保基金（再掲・１ページ） 

７５，０７７百万円の内数（ ７５，０７７百万円の内数）  
 

医師の偏在対策を推進するため、地域の実情に応じた取組に対し、地域医

療介護総合確保基金を活用した支援を実施する。 
 

 

④ 医師・医療従事者の働き方改革の推進 
 

2024 年 4 月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に加え、2024

年 4 月以降も長時間労働の医師がいる全ての医療機関において労働時間の短縮を

はじめとした働き方改革を強力に進めていくため、必要かつ実効的な施策を講じる

とともに、働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機
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関全体の業務効率化や勤務環境改善の取組として、チーム医療の推進、ＩＣＴの利

活用や特定行為研修制度の更なる推進によるタスク・シフト等による業務改革を進

めていくための実務的な施策を講じていく。 
 

１ 

勤務医の労働時間短縮の推進（再掲・１ページ） 

          ９，５３３百万円（ ９，５３３百万円）  

※地域医療介護総合確保基金の内数  
 

勤務医の働き方改革を推進するため、大学病院等からの医療機関に対する医

師派遣の充実、医師の労働時間短縮に取り組む医療機関に対する勤務環境改善

等のための更なる支援を行う。 
 

 

ａ ．働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた環境の整備 
 

１ 
医療機関における勤務環境改善のための調査・支援事業【新規】【推進枠】 

１２１百万円【うち、推進枠１２１百万円】（ ０百万円）  
 

2024 年 4 月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始後も、引き続

き勤務環境改善の取組を推進するとともに、他医療機関、行政、医療関係団体

等、関係者が連携した地域全体での取組を推進するため、医療関係職種の働き

方の実態把握、課題分析等により、長時間労働の医師がいる全ての医療機関に

おける勤務環境改善に向けた更なる支援や院内の取組のほか、地域全体での取

り組みを進めるべく行政機関等との連携、勤務環境改善に係る総合的取組を試

行的に行う医療機関を選定し、当該医療機関での課題の抽出及び効果的方策に

ついて、他の医療機関の参考となる手引き等を作成し、取組の横展開を図る。 
 

２ 
医療従事者勤務環境改善推進事業 

１９百万円（ １９百万円）  
 

各都道府県に設置されている医療勤務環境改善支援センターが行う管内の

医療機関に対する助言等の機能を強化し、医療勤務環境改善支援センターの体

制の充実を図るため、研修会の実施や有識者等の派遣を行う。 
 

３ 
医療専門職支援人材確保・定着支援事業 

１０百万円（ １０百万円）   
 

医師・看護師等の医療専門職から医師事務作業補助者や看護補助者等の医療

専門職支援人材へのタスク・シフティングの推進を図るため、医療専門職支援

人材の業務内容や魅力の紹介を行うとともに、定着支援に資する研修プログラ

ムの開発や医療機関向けの研修等を行う。 
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４ 

特定行為に係る看護師の研修制度の推進【一部新規】【一部推進枠】 

（再掲・７ページ） 

８１０百万円【うち、推進枠７３２百万円】（ ７６４百万円）  
 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（平成 27年 10月１日施行）の円滑な

実施及び研修修了者の養成を促進するため、引き続き、研修を実施する指定研

修機関の設置準備や運営に必要な経費を支援するとともに、研修を指導する指

導者等育成のための支援等を行う。 

また、在宅医療のニーズの増大に向けて、訪問看護ステーション、介護施設

等に勤務する看護師に対して、特定行為研修の受講支援等を行う指定研修機関

の整備を支援する。 

加えて、週労働時間が一定水準を超える医師の割合が多い傾向にある外科・

救急・麻酔科等の領域別のタスク・シフト/シェアの推進等を目的とし、医学系

学会等が、各領域における医師向けの特定行為研修修了者の活用ガイドを作

成・周知を図る。 
 

５ 
看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション促進事業【新規】【推進枠】 

１４５百万円【うち、推進枠１４５百万円】（ ０百万円）  
 

タスクシフト・タスクシェアの推進のため、これまで以上に看護業務効率化

や生産性向上が求められる中、現場における看護記録等の間接的な業務時間が

長く、療養上の世話や診療の補助等の直接的なケアの時間確保が困難となって

いる現状や新人看護職員の育成における中堅看護師の業務負担を踏まえ、看護

現場や看護師養成のデジタルトランスフォーメーションを促進し、看護業務及

び看護職員育成の効率化の推進を図る。 
 

 

ｂ ．2024年度の医師への時間外労働上限規制導入に伴う、新たな医師 

の健康確保措置の仕組み等、医師の働き方改革の実現 
 

１ 
医師の働き方改革普及啓発事業【新規】【推進枠】 

１５０百万円【うち、推進枠１５０百万円】（ ０百万円）  
 

医師の働き方改革の普及啓発の推進のため、インターネット上の動画放映や

ポスター等の作成など医師の働き方改革に関する周知等を実施する。 
 

２ 
長時間労働医師への面接指導の実施に係る研修事業 

１０百万円（ １０百万円）  
 

医療機関は時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる長時
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間労働医師に対して健康確保のために面接指導を実施することが義務付けら

れるため、長時間労働医師が勤務する医療機関において、面接指導に必要な知

見を習得した医師を早急に確保する必要があることから、面接指導に係る研修

の運用及び研修資材（eラーニング等）を活用し研修の実施等を行う。 
 

３ 
医療機関勤務環境評価センター運営費 

１３３百万円（ １３３百万円）  
 

医療法に基づき「医療機関勤務環境評価センター」に指定された公益社団法

人日本医師会に対し、安定的な組織運営を図る観点から一定の財政支援を行う。 
 

４ 
集中的技能向上水準の適用に向けた対応事業 

５６百万円（ ５６百万円）  
 

審査業務関連システム等の運用及び保守管理を行うとともに、医療機関の申

請書や、医師が作成する技能研修計画の審査業務に係る全般的な事務業務等の

ほか、申請データの整理及び分析を行う。 
 

 

ｃ ．組織マネジメント改革の推進等 
 

1 
病院長等を対象としたマネジメント研修事業 

３２百万円（ ３２百万円）  
 

医師の働き方改革の推進に向け、病院長等の意識改革や勤務環境・処遇など

の労務管理に関するマネジメント能力の向上を図るため、地域医療におけるリ

ーダーの育成や病院長等向けの研修を行う。 
      

２ 
女性医療職に関する取組 

               ２１３百万円（ ２１３百万円）  

① 女性医師支援センター事業    １６１百万円 

平成19年１月30日に開設した女性医師バンクにおいて、再就業を希望する

女性医師の就職相談及び就業斡旋等の再就業支援を行う。 

また、育児休業中の女性医師の代替医師確保など男性医師も含む人材確保が

必要なことから、女性医師等再就業講習会を開催するとともに、女性医師等の

就業促進等のための調査を実施する。 
 

② 子育て世代の医療職支援事業  ５２百万円 

出産・育児・介護等における女性医師等をはじめとした医療職のキャリア支

援に取り組む医療機関を普及させるため、中核的な役割を担う拠点医療機関の

構築に向けた支援を行う。 
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３ 
地域医療介護総合確保基金（再掲・１ページ） 

７５，０７７百万円の内数（ ７５，０７７百万円の内数） 
 

女性医療職等の離職防止及び再就業を促進するため、地域医療介護総合確保

基金を活用し、病院内保育所の運営費や施設整備に対する支援を実施する。 

 

 

⑤ 今般の新型コロナウイルス感染症の知見を踏まえた対応 
 

医療現場において汎用され、必要不可欠な医薬品が感染症パンデミック発生時や

海外での製造・輸出停止時に安定的に確保されるよう、製薬企業の備蓄整備等を推

進するとともに、こうした医薬品の供給リスク管理体制を構築する。 

また、次の感染症危機に適切に備えるため、感染症法改正に伴う対応について、

その在り方を検討し、実施する。 

 

１ 
個人防護具の備蓄継続等に係る経費【新規】【推進枠】 

５，６５９百万円【うち、推進枠５，６５９百万円】（ ０百万円）  
 

国の個人防護具の備蓄等について、これまでのコロナ対応で整備してきた備

蓄物資について必要な保管等を継続する。 
 

２ 

医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）（改正感染症法施行に伴う機能改修等

経費） 

８６百万円（ ０百万円）  

※デジタル庁において計上 
 

改正感染症法においては、協定締結医療機関が都道府県に対して「電磁的方

法」により報告を行う規定が設けられており、新型コロナウイルス感染症対策

として構築・運用されてきたG-MISにより実施することを施行通知で示してい

ることから、法施行に伴う対応として必要なシステムの改修を行う。 

 

３ 
医薬品安定供給支援事業【一部推進枠】 

１３百万円【うち、推進枠３百万円】（ １０百万円）  
 

海外依存度の高い原薬等について、国内における安定供給を確保するため、

供給リスクの低減に取り組む製薬企業等を支援するための補助事業等を実施

する。 

 

４ 
医薬品供給リスク等調査及び分析事業【新規】【推進枠】 

８１百万円【うち、推進枠８１百万円】（ ０百万円）  
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国内への医薬品の安定供給を確保するため、俯瞰的な供給リスクの分析・対

策・監視の継続を実施するとともに、緊急事態発生時の供給調整等に活用可能

な、リスクシナリオに基づく対応手順や役割分担を検討する。 

 

５ 
医療機器等安定供給確保事業【新規】【推進枠】 

５１百万円【うち、推進枠５１百万円】（ ０百万円）   
 

医療機器等の安定的な供給を確保するため、製造販売業者や医療機器団体等

と協力しつつ、安定供給に課題のある製品の供給状況の把握、個別の事案ごと

に代替製品の在庫、生産、出荷の状況等の把握・供給継続のために必要な対応、

供給不安の要因分析・影響把握を行う。 
 

６ 
感染症法改正に伴う対応【新規】 

事項要求（ ０百万円）  
 

次の感染症危機に適切に備えるため、感染症法改正に伴う対応について、そ

の在り方を検討し、実施する。 
 

 

Ⅱ．医薬品・医療機器産業の国際競争力強化、研究開発・国際展開の推進 
 

医薬品産業ビジョンや第二期医療機器基本計画で示されているとおり、国民の保健

医療水準の向上や我が国を担うリーディング産業として国民経済の発展の観点から

も、我が国の医薬品産業、医療機器産業の競争力強化に向けた取り組みを推進してい

くことは不可欠であり、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有

識者検討会」における議論の結果も踏まえて、魅力のある環境づくりを通じて国際競

争力の強化を図っていく。 

また、国民に最先端の医薬品、医療機器等を迅速に届けるためには、臨床研究や治

験の活性化が必要であることから、引き続き臨床研究等実施体制の強化を図るととも

に、最先端診断・治療機器技術開発等の推進を図るため、医療現場と医療機器メーカ

ーが協力して臨床研究及び治験を実施する仕組みの整備等を通じて臨床現場のニー

ズに合致した医療機器の開発を推進する。 

そして、我が国の優れた医薬品や医療機器について、国際展開を推進するため、引

き続き途上国・新興国等において我が国の製品や技術を活用した人材育成等に取り組

む。加えて、国際機関における国際公共調達へ参加しようとする国内企業への支援を

行う。 
 

① 高い創薬力及び医療機器創出力をもつ産業構造への転換 
 

医薬品産業を高い創薬力を持つ産業構造へ転換するため、医療系ベンチャーの振

興や革新的バイオ医薬品及びバイオシミラーの開発支援を実施する。また、医療機
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器創出の種々のステージにおいて必要となる人材を配置し、医療機器のベンチャー

企業等に対して伴走支援を行うとともに、医療機器創出に必要な様々な人材の育

成・リスキリングを行う産業振興拠点を整備し、エコシステムの構築を行う。 
 

１ 
医療系ベンチャー育成支援事業  

４３７百万円（ ４３７百万円）  
 

医薬品・医療機器・再生医療の産業を支える我が国の医療系ベンチャーを

創出するため、エコシステムの確立を目指し、研究開発・実用化を目指すア

カデミアやベンチャー企業が抱える課題について、専門家による総合支援を

実施するワンストップ相談窓口「MEDISO（メディソ）」の体制構築・支援施策

の充実に加え、大手企業や VC等とのネットワーク構築に資するイベント「ジ

ャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット」を開催するなど、オール厚労省

で医療系ベンチャーの振興に取り組む。 
 

２ 
次世代バイオ医薬品の製造・開発を行う人材育成支援事業【一部推進枠】  

３０百万円【うち、推進枠１５百万円】（ １５百万円）  
 

令和４年度に策定したバイオシミラーの普及目標達成にあたり、安定的な

供給を確保することが重要であるため、国内においてバイオ医薬品の製造技

術を持つ人材の更なる育成を行う。 

 

３ 

バイオ後続品及び後発医薬品の普及促進のための総合対策検証事業【一部推

進枠】 

６０百万円【うち、推進枠２６百万円】（ ３４百万円）  
 

令和５年度事業において策定したバイオ後続品の普及促進のための総合

対策について、目標の達成状況、バイオ後続品の普及促進のための取組に

関するモニタリングを実施するとともに、検討会議等の開催などバイオ後

続品及び後発医薬品の普及促進にかかる施策の効果検証と更なる取組の検

討を行う。 

 

４ 
後発医薬品の生産効率化促進のための調査事業【新規】【推進枠】 

５４百万円【うち、推進枠５４百万円】（ ０百万円）  
 

後発医薬品メーカーにおける製造販売品目や製造能力、製造の委受託状

況や生産効率化のための整備投資事例などについて、業界団体やメーカー

に対してヒアリング等による調査を実施するとともに、後発医薬品の生産

効率化促進における課題の整理、施策の具体的検討を実施する。 
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５ 
優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業【新規】【推進枠】 

７０７百万円【うち、推進枠７０７百万円】（ ０百万円）  
 

優れた医療機器創出に係る産業振興拠点の整備のため、日本全国から拠

点を選定し、当該拠点に研究、薬事承認、保険適用等の医療機器創出の

種々のステージにおいて必要となる人材を配置し、医療機器創出に必要な

様々な人材の育成・リスキリングを行うとともに、医療機器のスタートア

ップに対し伴走支援を行う。 

 

６ 

大阪・関西万博における日本の先進的な医薬品等の情報発信事業【新規】【推進

枠】 

２７百万円【うち、推進枠２７百万円】（ ０百万円）  
 

2025年の大阪・関西万博において、先進的な医薬品・医療機器等について、

我が国の医薬品・医療機器産業の技術力を世界に向けて情報発信を行う。 

 

７ 
医療機器の研究開発から保険適用までのガイドブック作成事業【新規】 

５百万円（ ０百万円）  
 

我が国における医療機器や体外診断用医薬品の開発促進に資するため、

スタートアップや製薬企業など医療機器の保険適用申請経験が浅い企業を

はじめ、多くの企業に医療機器の保険導入プロセスの理解の参考となるよ

う、令和６年度診療報酬改定の内容に即した、研究開発から保険適用まで

のガイドブック作成を行う。 

 

８ 

薬価調査ＤＸ事業【新規】 

４５百万円（ ０百万円）  

※デジタル庁において計上 
 

薬価調査において収集している薬価改定の基礎資料となる各種情報につ

いて、効率的かつ安定的な情報収集を実現するため、システム化を含めた

調査実施手段の変更や一部情報の代替手段による収集といった今後の対応

方針を検討する調査事業を実施する。 

 

 

② 医療分野の研究開発の促進 
 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）と大学、研究機関等との連携に

よる基礎から実用化までの一貫した医療分野の研究開発を推進し、世界最高水準の

医薬品、医療機器等の提供を実現する。また、がん・難病にかかる創薬推進等のた

め、臨床情報と全ゲノム解析の結果等の情報を連携させ搭載する情報基盤を構築

し、その利活用に係る環境を早急に整備し、研究・創薬などへの活用、新たな個別
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化医療の導入を進めるとともに、より早期の患者還元を着実に進めていく。 

 

１ 
クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）構想の推進【一部推進枠】                   

３，２４６百万円【うち、推進枠１５２百万円】（ ３，１３２百万円）  
 

効率的な臨床開発のための環境整備を進める「クリニカル・イノベーション・

ネットワーク」構想の取組の一環として、全国の疾患登録システムを一覧化し

て公開し、相談窓口や情報の定期的な更新等を行う業務や、医薬品・医療機器

開発にも利活用が可能な疾患登録システムを有する医療機関等と企業との間の

共同研究を支援する取組等を行い、ＣＩＮ構想を着実に推進させる。 

 

２ 
医療技術実用化総合促進事業【一部推進枠】 ※１に含まれる 

２，８９３百万円【うち、推進枠１５２百万円】（２，７４１百万円） 
 

日本の臨床研究の中核的役割を担う、医療法に基づく臨床研究中核病院の

体制を強化すべく、リアルワールドデータを用いた研究を進めるための体制

を整備するとともに、臨床研究中核病院のＡＲＯ機能等を生かしながら企業

等と連携を図り、医療技術の実用化・人材の養成を実施する。令和６年度に

おいては、新たに国際共同臨床試験実施国・機関との強い関係を築き、交渉

力を高め、試験を主導していけるような、グローバルヘルス人材の育成を推

進していくために、欧米等で先端的な臨床試験を実施する医療機関等への人

材派遣等を実施する。 

 

３ 
産官学連携による治験環境整備事業【新規】                         

１０百万円（ ０百万円）  
 

治験の国際競争力を高める観点から、迅速化・効率化のためのデジタル技

術の導入が必須であるが、規制要件の変更や実施手法の開発などの課題を解

決する必要があり、産官学で課題認識の共有と解決に向けた方策を策定する

ため、議論に必要な情報を収集・解析して提示するとともに、これらの関係

者から独立した第三者の立場で会議を運営する事務局を設置する。 
 

４ 
臨床研究法推進事業【新規】【推進枠】                 

１８百万円【うち、推進枠１８百万円】（ ０百万円）  
 

令和４年６月にとりまとめられた「臨床研究法施行５年後の見直しに係る検

討のとりまとめ」において提示された取組の実装のため、アカデミアやベンチ

ャーを対象とした医療機器開発支援体制を構築する。 
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５ 
リアルワールドデータ利用加速のための体制構築事業【新規】【推進枠】                 

５９百万円【うち、推進枠５９百万円】（ ０百万円）  
 

質の高い診療・研究の実現や、開発後期の臨床試験規模の適正化等に資するリ

アルワールドデータ（ＲＷＤ）を活用した医薬品・医療機器等の研究は日本が医

薬品開発の国際競争力を維持するための取組の推進が不可欠である。臨床研究中

核病院が取り組む臨中ネットとＭＩＤ－ＮＥＴが連携して、医療情報の品質管

理・標準化に向けた専門人材を育成するとともに、各種手法等を共同開発し、そ

の他の取組にも広く適用が可能な解決策を提示することで、国内全体でのＲＷＤ

創出を加速させる。 
 

６ 
がん・難病の全ゲノム解析等の推進事業【新規】【推進枠】                 

１，８６８百万円【うち、推進枠１，８６８百万円】（ ０百万円）  
 

「全ゲノム解析等実行計画2022」（令和４年９月30日厚生労働省）の推進を

通じた情報基盤の整備や患者への還元等の解析結果の利活用に係る体制整備を

推進する。 
 

７ 
遺伝子治療実用化基盤整備促進事業【新規】【推進枠】                 

９０百万円【うち、推進枠９０百万円】（ ０百万円）  
 

大学病院や企業団体等の有識者で構成されるコンソーシアムにより、遺伝子治 

療の実用化を推進するため、疾患・技術相談、製造工程開発や臨床研究計画等に

対する技術的支援等を実施する。 
 

８ 
2025年日本国際博覧会における再生医療等の情報発信事業【新規】【推進枠】                 

１００百万円【うち、推進枠１００百万円】（ ０百万円）  
 

2025年の国際博覧会において再生・細胞医療・遺伝子治療領域における我が国

の取組や研究成果等を広く情報発信するため、展示物の企画等を行う。 

 

９ 

再生医療等提供情報管理委託事業（システム経費）【一部新規】                         

８０百万円（ ４９百万円）  

※上記には、デジタル庁計上予算３１百万円（０百万円）を含む 
 

再生医療等の普及・促進のため、医療機関等が円滑に手続き等を行えるこ

とを目的とし、再生医療等提供計画のオンライン申請や、再生医療等提供計

画が厚生労働省に届け出された後の提供計画等の台帳管理等を効率的に行

えるよう、再生医療等提供情報管理システムの機能改修・機能追加を行う。 

 

10 
国内外の感染症治療薬開発動向等調査事業【新規】【推進枠】                 

４１百万円【うち、推進枠４１百万円】（ ０百万円）  
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治験時に必要な治験薬を確実・迅速に提供するために必要な待機経費を調査

する。治験薬を薬剤として備蓄するのか、薬物の有効期限等から製造体制とし

て保持するのが妥当なものかは対象とする感染症やワクチンのモダリティによ

って異なる。モダリティ毎に治験薬の備蓄に係る費用と製造体制の保持に必要

となる経費を調査する。 
 

 

③ 医療の国際展開の推進 
 

我が国の優れた医療に関する技術・制度・製品の国際展開を推進する。また、グ

ローバル化の時代に即して、外国人患者が我が国で安心して医療を受けられる環境

の整備等を通じて、医療の国際化を着実に進める。 
 

１ 
医療の国際展開の推進【一部推進枠】 

６４５百万円【うち、推進枠４７７百万円】（ ６１０百万円）  
 

医療技術や医薬品、医療機器に関連する人材育成、日本の経験・知見を活

かした相手国の医療・保健分野の政策形成支援を行うため、我が国の医療政

策等に関する有識者や医療従事者の派遣、研修生の受入れ等をさらに推進す

る。 

また、経済安全保障の観点からも重要となる感染症分野をはじめとした医

薬品・医療機器に係る技術を保持していくため、国連機関等が実施する国際

公共調達への日本企業の参入に必要な情報の収集・関係構築、調達プロセス

や手続き等に関する情報提供と案件の掘り起こし等により国際公共調達の

枠組を活用した国際展開を推進する。 
 

２ 

外国人患者の受入環境の整備                         

５２１百万円（１，１１６百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算７百万円（７百万円）を含む 
 

医療機関における多言語コミュニケーション対応支援や、地方自治体にお

ける医療機関等からの相談にワンストップで対応するための体制整備支援

などの取組を通じ、外国人患者が安心して医療を受けられる環境の整備を進

める。 
 

 

Ⅲ．医療DX、データヘルス改革の推進 
 

新しい付加価値の創出及び社会的課題を解決するため、医療DXを推進する。 

医療 DX については、①全国医療情報プラットフォームの構築、②電子カルテ情報

の標準化等、③診療報酬改定DXの３項目を柱とし、総理を本部長とする医療DX推進

本部が立ち上がり、令和５年６月に「医療 DX の推進に関する工程表」が策定され、
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今後、策定された工程表に沿って、全国医療情報の標準化に取り組む必要がある。 

また、データヘルス改革の推進については、医療の質の向上を図り、感染症、再議、

救急等の対応に万全を期すため、データヘルス改革の一環として、患者や全国の医療

機関等で保健医療情報を確認できる仕組みを順次拡大してきた。引き続き、データヘ

ルス改革に関する工程表に基づき着実に取り組みを進める。あわせて、国際規格

（HL7FHIR）に基づいた電子カルテ情報及び交換方式を実装した電子カルテシステム

の普及及びサイバーセキュリティ対策の充実といった今後のデータヘルス改革を更

に進める上で基盤となる取組も進めていく。 
 

 

１ 
保健医療情報利活用推進関連事業 

５３３百万円（ ５３３百万円）  
 

「全国医療情報医療プラットフォーム」の創設、電子カルテ情報の標準化

等、医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策等の医療ＤＸの推進に向

けた取組を遅滞なく着実に進めいく上で必要な調査等を実施し、調査等の結

果、取組に活用する情報等を取得することによって具体的な政策対応を導き

出すことを目的とするものである。 
 

２ 
高度医療情報普及推進事業 

８３百万円（ ８３百万円）  
 

医療機関間等の連携や情報共有が図られるよう、電子カルテ等医療情報シ 

ステム等で使用する医療用語等の標準マスターの整備、普及推進を行う。 

医療機関が、随時標準マスターを利用できるようマスター更新や標準マスタ

ーを実装していない医療機関からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備を図り、電子カルテ情報の標準化を推進する。 
 

３ 
保健医療情報拡充システム開発事業【一部推進枠】 

４５７百万円【うち、推進枠４５０百万円】（ ７百万円）  
 

保健医療情報を患者本人や全国の医療機関等で確認できる情報ネットワ

ークを拡充し、救急時等において患者等が意識不明等で、患本人確認・同意

取得が困難な状況においても、一定の条件の下で医療機関に救急搬送された

患者の医療情報を医師等が閲覧可能とする仕組みを構築する。 
 

４ 
保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発等事業 【一部推進枠】 

４３百万円【うち、推進枠３９百万円】（ ４百万円）  
 

カルテ等の電子的記録やネットワーク利用が進展する中、医師のなりすま

しや診療データの改ざんといったリスクへの対応が必要となっており、保健
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医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）の普及・啓発のため、医療関係者向け説

明会の開催や HPKI認証局の運営に必要な経費を支援する。 
 

５ 
医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査事業【一部推進枠】 

１１２百万円【うち、推進枠１１百万円】（ １００百万円）  
 

国内の医療機関を標的としたランサムウェアを利用したサイバー攻撃は

年々高度化、巧妙化しており、その結果、診療を長時間休止せざるを得ない深

刻な事態も起こっている。これまでの医療機関向けサイバーセキュリティ研修

に加えて、サイバーセキュリティインシデントが発生した医療機関の原因究明

や対応の指示などの初動支援体制の強化等を図る。 
       

６ 
医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業【新規】【推進枠】 

３４８百万円【うち、推進枠３４８百万円】（ ０百万円） 
 

医療機関におけるサイバーセキュリティの更なる確保のため、外部ネットワ

ークとの接続の安全性の検証・検査や、オフライン・バックアップ体制の整備

を支援する。 
 

７ 

医療機関等情報支援システム（G-MIS）保守運用等経費 

２，５２９百万円（ ８７３百万円）  

※デジタル庁において計上 
 

新型コロナウイルス感染症対策として構築・運用されてきたG-MISについて、

今後は感染症対策のみならず、地域における効率的で質の高い医療提供体制構

築の支援に資するシステムとして、各種調査等を実施するとともに、長期的に

運用していくため、必要な改修を行う。 

 

８ 
全国医療情報プラットフォーム開発事業  

事項要求（ ０百万円）  
 

オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有

可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する。具体的には、電子カ

ルテ情報等を共有・交換する電子カルテ情報共有サービス（仮称）を構築す

る。 
 

 

Ⅳ．各種施策 
 

１ 

死因究明等の推進 

３２２百万円（ ２５５百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算１０百万円（１０百万円）を含む 
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死因究明等の推進を図るため、行政解剖や死亡時画像診断を実施するために

必要な経費の支援、検案する医師の資質向上など、必要な施策を講じる。 
 

【死因究明等の推進関係の主な予算の内訳】 

・異状死死因究明支援事業              120百万円 

・死体検案医を対象とした死体検案相談事業        36百万円 

・死体検案講習会費                              20百万円 

・死亡時画像読影技術等向上研修経費              11百万円 

・死因究明拠点整備モデル事業                   111百万円 

 

２ 

国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備 

３２，７３１百万円 (３１，５４６百万円)  

※上記には、デジタル庁計上予算４０百万円（４０百万円）を含む 
 

国立ハンセン病療養所において、入所者の療養環境の充実を図るため、医療

及び介護に関する体制の整備及び充実に必要な経費を確保する。 

 

３ 
国立病院機構における政策医療等の実施 

１，９０６百万円（ １，１９８百万円）  
 

国立病院機構が行う政策医療等に必要な経費を確保する。 
 

４ 
経済連携協定に基づく取組み等の円滑な実施 

  １６７百万円（ １６６百万円）  
 

経済連携協定（EPA）に基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから入国

する外国人看護師候補者について、その円滑かつ適正な受入れ及び受入れの拡

大のため、看護導入研修を行うとともに、受入施設に対する巡回指導や学習環

境の整備、候補者への日本語や専門知識の習得に向けた支援等を行う。 

 

【経済連携協定関係の予算の内訳】 

・外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業          63百万円 

・外国人看護師候補者学習支援事業             104百万円 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金26,743百万円を活用 

○事業メニュー 

外国人看護師候補者就労研修支援事業 
 

５ 
「統合医療」の情報発信に向けた取組      

     １０百万円（ １０百万円）  
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「統合医療」の有効性や安全性に関する学術論文等の情報を収集し、それら

の信頼性（エビデンスレベル）の評価を行うために必要な支援を行う。 
 

６ 

第２期復興・創生期間における地域医療の再生支援 

 ２，１７９百万円（ ２，３８５百万円）  

※東日本大震災復興特別会計に計上  
 

福島県の避難指示解除区域等における地域医療提供体制の確保のため、第２

期復興・創生期間においても引き続き必要な支援を行う。 
 

７ 
産科医療特別給付事業運営費【新規】 

 １００百万円（ ０百万円）  
 

産科医療補償において、2021年末日までの旧基準による個別審査で補償を受

けていない児等に対し、現在の新基準に相当する場合に特別給付を支給するこ

ととなったため、当該給付に係る事業の周知・広報にかかる費用の一部を補助

する。 
 

８ 
立入検査実施にかかる監視員の研修【新規】 

 ３百万円（ ０百万円）  
 

医療法に基づく立入検査について、監視員の検査の実施にあたり、近年、習

熟しなければならない知識も複雑多様化していることから、監視員の質の向上

及び指導の標準化を図るための実効性のある研修を実施する。 
 

９ 
地域医療基盤総合推進調査事業【新規】 

 ３０百万円（ ０百万円）  
 

医療政策全般にわたり引き続き解決すべき課題や新たに生じた課題について、

エビデンスに基づいた施策の推進に資するよう、現地調査等の実態把握や試行

的取組等を通じた提言を得ることを目的とする事業に対して支援を行う。 
 

10 

適切な診療・施術を受けるための機会の選択等に資する広報・実態調査等【新

規】【推進枠】 

 ２０１百万円【うち、推進枠２０１百万】（ ０百万円）  
 

国民が安心・安全に適切に診療・施術を受けるための機会を選択できるよう

広報を行うと共に、オンライン診療の実態・実績や施術所の Web サイト上の広

告の実態についての調査等を行う。 
 

11 

医師等国家試験受験手続きオンライン化事業【新規】 

 １４０百万円（ ０百万円）  

※デジタル庁において計上 
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デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度に国家試験受験手続き

のオンライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システムが構築される

ため、当該システムを活用するべく基盤の整備を行う。 
 

12 

医師等国家資格のオンライン申請に係る免許登録管理システム改修事業【新

規】 

 １０百万円（ ０百万円）  

※デジタル庁において計上 
 

デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度に医師等国家資格取得

手続きのオンライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システムが構築

され、運用が開始されるため、現在、資格管理を行っている医師等免許登録管

理システムを資格データの連携が可能となるよう改修を行う。 
 

13 
医師等免許申請書の審査事業【新規】【推進枠】 

 ４６百万円（ ０百万円）  
 

免許申請のオンライン化により、都道府県を経由した申請から申請者が直接

厚生労働省に申請可能とすることで都道府県の審査が行われなくなることを検

討していることから、申請内容の正確性を高めるため、審査を行う事業を整備

する。 
 

14 
医師等医療従事者への免許証交付事業【新規】【推進枠】 

 １８７百万円（ ０百万円）  
 

医師等医療従事者の籍登録・再交付等について、従来の保健所が申請者に直

接交付する手法から、厚生労働省が直接申請者へ交付（郵送）可能とするため

の体制整備を行う。 
 

15 
免許証オンライン申請コールセンター事業【新規】【推進枠】 

 ２９百万円（ ０百万円）  
 

医師等医療従事者の免許証のオンライン申請に関する問い合わせに専門的に

対応するコールセンターを運営する事業を実施する。 


